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令 和 ８ 年 度  岩 沼 市 一 般 会 計 予 算 

 

令和８年度岩沼市の一般会計の予算は、次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ２１，５６５，０００千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」 

による。 

（債務負担行為） 

第２条 地方自治法第２１４条の規定により債務を負担する行為をすることができる事

項、期間及び限度額は、「第２表 債務負担行為」による。 

（地方債） 

第３条 地方自治法第２３０条第１項の規定により起こすことができる地方債の起債 

の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第３表 地方債」による。 

（一時借入金） 

第４条 地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額 

は、１，５００，０００千円と定める。 

（歳出予算の流用） 

第５条 地方自治法第２２０条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の 

金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。 

⑴ 各項に計上した給料、職員手当等及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場合

における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用 
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歳　入 （単位：千円）

款 項

 1 市 税 ７，５２１，６３２

 1 市 民 税 ２，６８５，３７７

 2 固 定 資 産 税 ３，７８０，８０１

 3 軽 自 動 車 税 １２４，７０８

 4 市 た ば こ 税 ３２０，３０４

 5 都 市 計 画 税 ６１０，４４２

 2 地 方 譲 与 税 ２００，０６１

 1 地 方 揮 発 油 譲 与 税 ３０，０００

 2 自 動 車 重 量 譲 与 税 １１６，０００

 3 航 空 機 燃 料 譲 与 税 ４６，０００

 4 森 林 環 境 譲 与 税 ８，０６１

地 方 道 路 譲 与 税 －

 3 利 子 割 交 付 金 １１，５００

 1 利 子 割 交 付 金 １１，５００

 4 配 当 割 交 付 金 ３６，９００

 1 配 当 割 交 付 金 ３６，９００

 5 株式等譲渡所得割交付金 ６７，８００

 1 株式等譲渡所得割交付金 ６７，８００

 6 法 人 事 業 税 交 付 金 １３４，３００

 1 法 人 事 業 税 交 付 金 １３４，３００

 7 地 方 消 費 税 交 付 金 １，３３０，０００

 1 地 方 消 費 税 交 付 金 １，３３０，０００

 8 環 境 性 能 割 交 付 金 １

 1 環 境 性 能 割 交 付 金 １

 9 国有提供施設等所在市町 ４，４６６

村 助 成 交 付 金

 1 国 有 提 供 施 設 等 所 在 ４，４６６

市 町 村 助 成 交 付 金

10 地 方 特 例 交 付 金 ８３，０００

 1 地 方 特 例 交 付 金 ８３，０００

11 地 方 交 付 税 １，９２６，３０５

 1 地 方 交 付 税 １，９２６，３０５

12 交通安全対策特別交付金 ５，０００

 1 交通安全対策特別交付金 ５，０００

13 分 担 金 及 び 負 担 金 ４７，９４１

 1 負 担 金 ４７，９４１

14 使 用 料 及 び 手 数 料 ２０８，４１２

 1 使 用 料 １８８，１３２

 2 手 数 料 ２０，２８０

15 国 庫 支 出 金 ３，９８８，０５９

第 １ 表 歳 入 歳 出 予 算

金 額
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（単位：千円）

款 項

 1 国 庫 負 担 金 ２，７８３，２４４

 2 国 庫 補 助 金 １，１９０，３９９

 3 国 庫 委 託 金 １４，４１６

16 県 支 出 金 １，５１９，９９３

 1 県 負 担 金 ９７６，０５７

 2 県 補 助 金 ４６９，７１３

 3 県 委 託 金 ７４，２２３

17 財 産 収 入 ７９，６００

 1 財 産 運 用 収 入 ７９，５９８

 2 財 産 売 払 収 入 ２

18 寄 附 金 ２，０００，００２

 1 寄 附 金 ２，０００，００２

19 繰 入 金 １，６４４，７８３

 1 特 別 会 計 繰 入 金 ７８，５４６

 2 基 金 繰 入 金 １，５６６，２３７

20 繰 越 金 １００

 1 繰 越 金 １００

21 諸 収 入 ３０４，１４５

 1 延滞金、加算金及び過料 ３，００２

 2 市 預 金 利 子 ２

 3 貸 付 金 元 利 収 入 １５８，３０６

 4 受 託 事 業 収 入 ２９，０７０

 5 雑 入 １１３，７６５

22 市 債 ４５１，０００

 1 市 債 ４５１，０００

２１，５６５，０００

金 額

歳 入 合 計
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歳　出 （単位：千円）

款 項

 1 議 会 費 １６６，９０６

 1 議 会 費 １６６，９０６

 2 総 務 費 ４，８２１，５８５

 1 総 務 管 理 費 ４，２９７，３０８

 2 徴 税 費 ２６４，９６２

 3 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費 １８２，８６７

 4 選 挙 費 ４４，０２８

 5 統 計 調 査 費 ９，８１８

 6 監 査 委 員 費 ２２，６０２

 3 民 生 費 ８，７５４，２１１

 1 社 会 福 祉 費 ３，６３３，０５６

 2 児 童 福 祉 費 ４，５２２，１１５

 3 生 活 保 護 費 ５９６，７６４

 4 災 害 救 助 費 ２，２７６

 4 衛 生 費 １，４６９，９２０

 1 保 健 衛 生 費 ８４１，５３８

 2 清 掃 費 ６２８，３８２

 5 労 働 費 ３９，８４４

 1 労 働 費 ３９，８４４

 6 農 林 水 産 業 費 ６２８，１７４

 1 農 業 費 ６１２，５９２

 2 林 業 費 １５，５５２

 3 水 産 業 費 ３０

 7 商 工 費 ２８６，１１７

 1 商 工 費 ２８６，１１７

 8 土 木 費 １，４８２，７１７

 1 土 木 管 理 費 ６３，５０６

 2 道 路 橋 り ょ う 費 ３９９，８５８

 3 河 川 費 １１３，８９９

 4 都 市 計 画 費 ８１５，９５７

 5 住 宅 費 ８９，４９７

 9 消 防 費 ６９０，４６８

 1 消 防 費 ６９０，４６８

10 教 育 費 ２，０５８，０５５

 1 教 育 総 務 費 ２００，７８３

 2 小 学 校 費 ９１１，２６４

 3 中 学 校 費 ４９４，９６０

 4 社 会 教 育 費 ３３４，３６５

 5 保 健 体 育 費 １１６，６８３

11 災 害 復 旧 費 ２

 1 農林水産施設災害復旧費 １

金 額
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（単位：千円）

款 項

 2 公共土木施設災害復旧費 １

12 公 債 費 １，１５７，００１

 1 公 債 費 １，１５７，００１

13 予 備 費 １０，０００

 1 予 備 費 １０，０００

２１，５６５，０００

金 額

歳 出 合 計
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令 和 8 年 度 か ら

令 和 9 年 度 ま で

令 和 8 年 度 か ら

令 和 9 年 度 ま で

令 和 9 年 度 か ら

令 和 11 年 度 ま で

令 和 8 年 度 か ら

令 和 9 年 度 ま で

令 和 8 年 度 か ら

令 和 9 年 度 ま で

令 和 9 年 度 か ら

令 和 12 年 度 ま で

令 和 9 年 度 か ら

令 和 10 年 度 ま で

令 和 8 年 度 か ら

令 和 13 年 度 ま で

令 和 8 年 度 か ら

令 和 21 年 度 ま で

令 和 8 年 度 か ら

令 和 13 年 度 ま で

児 童 育 成 支 援 拠 点 事 業 45,530

12,000

高 等 職 業 訓 練 促 進 給 付 金 10,472

会 議 録 反 訳 業 務 委 託 608令 和 9 年 度

議 会 用 タ ブ レ ッ ト 端 末 賃 借 料 8,897

西 児 童 セ ン タ ー 分 室
放 課 後 児 童 ク ラ ブ 運 営 業 務

195,000

中 小 企 業 振 興 資 金 融 資 損 失 補 償 金

標 準 化 構 築 作 業 委 託 220,000

基 幹 系 業 務 シ ス テ ム デ ー タ 抽 出 業 務

　　　　       第　２　表　　　　債　　務　　負　　担　　行　　為

(単位 : 千円)

事 項 期 間 限 度 額

防 犯 教 室 開 催 業 務 330

130,000

交 通 安 全 教 室 開 催 業 務 880

グ リ ー ン ピ ア 岩 沼 運 動
施 設 管 理 運 営 業 務

166,657
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起債の目的 限度額

公 共 施 設 等 適 正 管 理
推進事業（長寿命化） ４８，７００

一般補助施設整備等事業 １１８，７００

農 業 農 村 整 備 事 業 ２０，１００

社 会 資 本 整 備 事 業 １３，５００

緊 急 自 然 災 害
防 止 対 策 事 業 １４８，０００

急 傾 斜 地 対 策 事 業 ２２，５００

デジタル活用推進事業
（ 小 学 校 ） ５１，３００

デジタル活用推進事業
（ 中 学 校 ） ２８，２００

計 ４５１，０００

第　３　表　　　  　　地      方      債

(単位 : 千円)

起債の方法 利　率 償還の方法

証書借入又は
証券発行（他
の地方公共団
体との共同発
行を含む）

年 5.0％ 以内
(ただし、利率
見直し方式で借
り入れる資金に
ついて、利率の
見直しを行った
後においては、
当該見直し後の

利率)

借入先の融資
条件による。
ただし、市財
政の都合によ
り償還年限の
短縮又は低利
借換すること
ができる。
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令和８年度 岩沼市国民健康保険事業特別会計予算 

 

 令和８年度岩沼市の国民健康保険事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ４，２２８，８４４千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」

による。 

（歳出予算の流用） 

第２条 地方自治法第２２０条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の

金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。 

⑴ 保険給付費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における同一款内で

のこれらの経費の各項の間の流用 
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歳　入 （単位：千円）

款 項

 1 国 民 健 康 保 険 税 ７３２，６５２

 1 国 民 健 康 保 険 税 ７３２，６５２

 2 使 用 料 及 び 手 数 料 ３００

 1 手 数 料 ３００

 3 国 庫 支 出 金 １２２

 1 国 庫 補 助 金 １２２

 4 県 支 出 金 ３，１４２，７５０

 1 県 補 助 金 ３，１４２，７５０

 5 財 産 収 入 １，７４４

 1 財 産 運 用 収 入 １，７４４

 6 繰 入 金 ３４３，１４４

 1 他 会 計 繰 入 金 ２５２，８４７

 2 基 金 繰 入 金 ９０，２９７

 7 繰 越 金 １

 1 繰 越 金 １

 8 諸 収 入 ８，１３１

 1 延滞金、加算金及び過料 ３，０００

 2 雑 入 ５，１３１

４，２２８，８４４

第 １ 表 歳 入 歳 出 予 算

金 額

歳 入 合 計
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歳　出 （単位：千円）

款 項

 1 総 務 費 ５５，５４５

 1 総 務 管 理 費 ３２，８６０

 2 徴 税 費 ２２，６８５

 2 保 険 給 付 費 ３，０９９，２９５

 1 療 養 諸 費 ２，６５１，１６９

 2 高 額 療 養 費 ４３１，５９０

 3 移 送 費 ３０

 4 出 産 育 児 諸 費 １２，５０６

 5 葬 祭 諸 費 ４，０００

傷 病 手 当 金 －

 3 国 民 健 康 保 険 ９９６，５６３

事 業 費 納 付 金  1 医 療 給 付 費 分 ６６７，３６６

 2 後期 高齢 者支 援金 等分 ２４０，７７１

 3 介 護 納 付 金 分 ６６，４３３

 4 子 ど も ・ 子 育 て ２１，９９３

支 援 納 付 金 分

 4 保 健 事 業 費 ５７，６９６

 1 特定 健康 診査 等事 業費 ４４，５５３

 2 保 健 事 業 費 １３，１４３

 5 基 金 積 立 金 １，７４４

 1 基 金 積 立 金 １，７４４

 6 諸 支 出 金 ８，００１

 1 償還 金及 び還 付加 算金 ８，００１

 7 予 備 費 １０，０００

 1 予 備 費 １０，０００

４，２２８，８４４

金 額

歳 出 合 計
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令和８年度 岩沼市後期高齢者医療特別会計予算 

 

 令和８年度岩沼市の後期高齢者医療特別会計の予算は、次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ７０６，１１２千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」

による。 
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歳　入 （単位：千円）

款 項

 1 後期高齢者医療保険料 ５６１，３３４

 1 後期高齢者医療保険料 ５６１，３３４

 2 使 用 料 及 び 手 数 料 ３０

 1 手 数 料 ３０

 3 繰 入 金 １４４，７４１

 1 一 般 会 計 繰 入 金 １４４，７４１

 4 繰 越 金 １

 1 繰 越 金 １

 5 諸 収 入 ６

 1 延滞金、加算金及び過料 ５

2 雑 入 １

受 託 事 業 収 入 －

７０６，１１２

第 １ 表 歳 入 歳 出 予 算

金 額

歳 入 合 計
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歳　出 （単位：千円）

款 項

 1 総 務 費 １４，０５１

 1 総 務 管 理 費 １１，１８１

 2 賦 課 徴 収 費 ２，８７０

 2 後 期 高 齢 者 医 療 ６８９，０６０

広 域 連 合 納 付 金  1 後 期 高 齢 者 医 療 ６８９，０６０

広 域 連 合 納 付 金

 3 諸 支 出 金 ２，００１

 1 償還金及び還付加算金 ２，０００

 2 繰 出 金 １

 4 予 備 費 １，０００

 1 予 備 費 １，０００

７０６，１１２

金 額

歳 出 合 計
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令 和 ８ 年 度 岩 沼 市 介 護 保 険 事 業 特 別 会 計 予 算 

 

 令和８年度岩沼市の介護保険事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ４，３１３，０４９千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」

による。 

（歳出予算の流用） 

第２条 地方自治法第２２０条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の

金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。 

(1) 保険給付費及び地域支援事業費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合

における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用 
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歳　入 （単位：千円）

款 項

 1 介 護 保 険 料 ９１５，９８５

 1 介 護 保 険 料 ９１５，９８５

 2 使 用 料 及 び 手 数 料 ４０

 1 手 数 料 ４０

 3 国 庫 支 出 金 ９００，７８７

 1 国 庫 負 担 金 ７１７，３２１

 2 国 庫 補 助 金 １８３，４６６

 4 支 払 基 金 交 付 金 １，１０３，８６２

 1 支 払 基 金 交 付 金 １，１０３，８６２

 5 県 支 出 金 ６０１，７０７

 1 県 負 担 金 ５５３，７８５

 2 県 補 助 金 ４７，９２２

 6 財 産 収 入 １，３６１

 1 財 産 運 用 収 入 １，３６１

 7 繰 入 金 ７８９，００９

 1 他 会 計 繰 入 金 ６５７，８０２

 2 基 金 繰 入 金 １３１，２０７

 8 繰 越 金 １００

 1 繰 越 金 １００

 9 諸 収 入 １９８

 1 延滞金、加算金及び過料 １０

 2 雑 入 １８８

４，３１３，０４９

第 １ 表 歳 入 歳 出 予 算

金 額

歳 入 合 計
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歳　出 （単位：千円）

款 項

 1 総 務 費 ８０，５０８

 1 総 務 管 理 費 ８０，５０８

 2 保 険 給 付 費 ３，９１１，０９９

 1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費 ３，７３８，５０５

 2 高額介護サービス等諸費 ７１，８５９

 3 高 額 医 療 合 算 介 護 １０，２６３

サ ー ビ ス 等 費

 4 特 定 入 所 者 介 護 ９０，４７２

サ ー ビ ス 等 費

 3 地 域 支 援 事 業 費 ３１５，４５９

 1 介 護 予 防 事 業 費 ２０，９３２

 2 包 括 的 支 援 事 業 ・ ７３，５３４

任 意 事 業 費

 3 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 １６０，２８９

サ ー ビ ス 事 業 費

 4 包 括 的 支 援 事 業 ・ ６０，７０４

社 会 保 障 充 実 分

 4 基 金 積 立 金 ２，４７９

 1 基 金 積 立 金 ２，４７９

 5 諸 支 出 金 ２，５０４

 1 償還 金及 び還 付加 算金 ２，５０４

繰 出 金 －

 6 予 備 費 １，０００

 1 予 備 費 １，０００

４，３１３，０４９

金 額

歳 出 合 計
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令和８年度 岩沼市矢野目西地区土地区画整理事業特別会計予算 

 

 令和８年度岩沼市の矢野目西地区土地区画整理事業特別会計の予算は、次に定めるとこ

ろによる。 

（歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ８７，６２７千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」に

よる。 

 （歳出予算の流用） 

第２条 地方自治法第２２０条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額

を流用することができる場合は、次のとおりと定める。 

 ⑴ 各項に計上した給料、職員手当等及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場合に

おける同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用 
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歳　入 （単位：千円）

款 項

 1 事 業 収 入 ８７，５２７

 1 土地区画整理事業収入 ８７，５２７

 2 繰 越 金 １００

 1 繰 越 金 １００

８７，６２７

第 １ 表 歳 入 歳 出 予 算

金 額

歳 入 合 計
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歳　出 （単位：千円）

款 項

 1 土 地 区 画 整 理 事 業 費 ８，５８２

 1 土 地 区 画 整 理 事 業 費 ８，５８２

 2 諸 支 出 金 ７８，５４５

 1 繰 出 金 ７８，５４５

 3 予 備 費 ５００

 1 予 備 費 ５００

８７，６２７

金 額

歳 出 合 計
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